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はじめに 

 

平成７年に発生した阪神・淡路大震災では、約６，４００人を超える犠牲者

を出し、そのうち約８割の人々が住宅の倒壊等による圧死でした。その被害は、

特に新耐震基準以前（昭和５６年５月以前建築）の建築物に多く見られ、それ

らの建築物が集中しているような地域では、道路の閉塞や火災の拡大などを招

き、地震の被害を拡大させました。 

 また、平成１５年７月の宮城県北部連続地震、平成１６年１０月の新潟中越

地震、平成１７年３月の福岡県西方沖地震等大地震、そして平成２３年３月の

東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）では、津波の被害も加わり死者・行方

不明者１万８千人以上、全壊１２万棟以上、半壊２７万棟以上の大きな被害が

発生しました。亀山市においても、平成１９年４月１５日に三重県の中部を震

源として発生した三重県中部を震源とする地震では、震度５強が観測され、一

部の建物に亀裂が発生しました。 

 一方、南海トラフ沿いを震源域とする大規模地震の発生が危惧されており、

この地震が発生すると、甚大な被害が発生すると想定されていることから、本

市は東南海・南海地震に係る地震防災対策推進地域に指定されており、地震防

災対策を推進すべき地域にも位置付けられています。 

 また、国においても、「東海地震、東南海・南海地震に関する地震防災戦略（平

成１７年３月）」では、住宅や建築物の耐震改修が最も重要な課題とされ、緊急

かつ最優先に取り組むべきとされ、中央防災会議で決定された「建築物の耐震

化緊急対策方針（平成１７年９月）」に、住宅や建築物の耐震化が全国的に取り

組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」と位置付けられました。 
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第１章  想定地震と被害状況 

 

第１ 南海トラフ地震等で想定される地震と被害の状況 

１ 大規模地震発生の緊迫性 

三重県は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈みこむプレート境界付近に位置

するとともに、国内でも活断層が特に密集して分布する中部圏・近畿圏に位置しています。 

過去には、１６０５年（慶長９年）の慶長地震、１７０７年（宝永４年）の宝永地震、１８５４年（安

政元年）の安政東海地震、安政南海地震、１９４４年（昭和１９年）の昭和東南海地震など、概

ね１００年から１５０年の間隔で南海トラフを震源域とするプレート境界型地震が繰り返し発生し、

県内全域にわたっての強い揺れ、また沿岸部に押し寄せた津波により、多くの人命が失われて

きました。 

また、１５８６年（天正１３年）の天正地震や１８５４年（安政元年）の伊賀上野地震など、活断

層を震源とする内陸直下型地震も発生しており、そのたびに大きな被害を受けてきました。 

国の地震調査研究推進本部（文部科学省）の発表（平成２６年１月１日時点）では、南海トラ

フ地震（マグニチュード８～９クラス）の今後３０年以内の発生確率を７０％程度としており、大規

模地震発生の緊迫度が高い状況にあります。 

 

２ 想定される地震 

三重県は、平成２６年３月に南海トラフを震源域とする巨大地震について、複数レベルの発生

パターンを想定し、また、三重県内に数多く分布する活断層を震源とした地震についても想定し、

被害予測等を取りまとめました。 

本計画は、南海トラフを震源域とする巨大地震について、過去概ね１００年から１５０年間隔で

この地域を襲い、揺れにより本市に甚大な被害をもたらしてきた、歴史的にこの地域で起こりうる

ことが実証されている南海トラフ地震を想定しました。 

また、プレート境界型の大規模地震の発生前後には、内陸部においても地震活動が活発化

することが知られています。東日本大震災の発生直後にも各地で内陸地震が頻発しました。 

南海トラフ周辺においても、１８５４年１２月に安政東海地震、安政南海地震が相次いで発生

しましたが、その約５か月前の同年７月には、伊賀上野地震が発生しており、約１，３００人の死

者を出すなど大きな被害をもたらしました。近い将来、南海トラフ地震の発生が確実視される中、

同時に内陸直下型地震の発生についても、十分に備えておくことが必要です。 

また、本市でも強い揺れが想定されており、耐震対策は市全域にわたって取り組まなければ

ならない必須の対策です。 

そこで、県内に存在が確認されている活断層のうち、それぞれの地域に深刻な被害をもたら

すことが想定される３つの活断層（①養老－桑名－四日市断層帯、②布引山地東縁断層帯

〔東部〕、③頓宮断層）を選定し、予測を行っています。 
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３ 本市で想定される建物被害 

建物被害（全壊・焼失）については、火気器具や暖房機器の使用が多く、火災の発生が懸念

される「冬・夕１８時」ケースを想定し、予測結果を示します。 

南海トラフ地震（過去最大）では、震度６弱が想定され、約５０棟の建物被害、死者数５人未

満、避難者数６，３００人、建物倒壊等による自力脱出困難者約２０名が予測されており、南海ト

ラフ地震（理論上最大）では、震度６強が想定され、約１，４００棟の建物被害、死者数約８０人、

避難者数１２，０００人、建物倒壊等による自力脱出困難者約３００名が予測されています。 

また、内陸直下型地震については、養老－桑名－四日市断層帯地震では、震度６強が想定

され、約２，２００棟の建物被害、死者数約１００人、避難者数６５人、建物倒壊等による自力脱

出困難者約５００名と予測、布引山地東縁断層帯（東部）地震では、震度６強が想定され、約８

００棟の建物被害、死者数約４０人、避難者数５４人、建物倒壊等による自力脱出困難者約２０

０名と予測、頓宮断層地震では、震度６弱が想定され、約５０棟の建物被害、死者数５人未満、

避難者数１９人、建物倒壊等による自力脱出困難者約１０名が予測されています。 

なお、いずれの地震でも、液状化に伴う建物倒壊も相当数発生することが予測されており、三

重県の想定では、特に北勢地域において被害が大きいため、本市においても液状化に伴う建物

倒壊が相当数発生するものと考えられます。 

 

三重県地震被害想定調査結果（平成２６年３月１８日公表） 

各種被害想定結果一覧（亀山市分抜粋） 

 単位
南海トラフ地震

（過去最大） 

南海トラフ地震

（理論上最大）

養老-桑名- 

四日市断層帯

布引山地東縁

断層帯（東部）
頓宮断層帯

最大震度 震度 ６弱 ６強 ６強 ６強 ６弱 

建物全壊・焼失棟数 棟 約５０ 約１，４００ 約２，２００ 約８００ 約５０ 

死者数 人 ５未満 約８０ 約１００ 約４０ ５未満 

避難者数 人 ６，３００ １２，０００ ６５ ５４ １９ 

建物倒壊等による

自力脱出困難者 
人 約２０ 約３００ 約５００ 約２００ 約１０ 

 

 

第２ 計画策定の背景 

このような背景のもと、建築物に対する指導の強化や耐震改修に係る支援策の拡充を図り、

住宅や建築物の計画的かつ緊急な耐震化を推進するため、平成１７年１１月に「建築物の耐震

改修の促進に関する法律（以下、「耐震改修促進法」という。）」が一部改正され、それぞれの公

共団体において、住宅・建築物の計画的な耐震改修が実施されるよう、「耐震改修促進計画」

を策定することとされました。 

さらに、大規模な地震に対する安全性の向上を一層促進するため、平成２５年１１月に「耐震

改修促進法」が改正され、不特定多数の者等が利用する大規模な建築物に対する耐震診断

の義務化とその結果の公表や、耐震性の表示制度等が新たに規定されました。 

本市では、これらの背景を踏まえ、これまで以上に住宅や建築物の耐震化を推進し、市民の
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みなさんの生命や財産を守るため、平成２０年５月に策定した「亀山市耐震化促進計画」を見

直し、新たに「亀山市耐震改修促進計画（以下、「本計画」という。）」を策定します。 

 

第３ 計画の位置づけ 

本計画は、「三重県耐震改修促進計画」、「第１次亀山市総合計画」、「亀山市都市マスター

プラン」、「亀山市地域防災計画」を上位計画とし、「耐震改修促進法」に基づき、亀山市におけ

る住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修等を促進するための計画として策定するものです。 

なお、本計画は、亀山市ホームページにおいて公表します。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中央防災会議 

亀山市都市マスタープラン 

亀山市耐震改修促進計画 

三重県耐震改修促進計画 

亀山市地域防災計画 

第１次亀山市総合計画

建築物の耐震改修の 

促進に関する法律 



 

4 

 

第２章 計画の基本事項 

 

第１ 計画の目的等 

１ 計画の目的 

本計画の目的は、住宅・建築物の耐震化の目標を明らかにすると共に、その目標を達成する

ための具体的な施策に取り組むことにより、本市に影響が及ぶ地震が発生した際に住宅・建築

物の被害を軽減し、市民のみなさんの生命や財産を守るために策定します。 

 

２ 対象区域、計画期間、対象建築物 

(1) 対象区域 

本計画の対象は、亀山市全域とします。 

  (2)計画期間 

本計画の計画期間は、平成２８年４月から平成３３年３月までの５年間とします。ただし、耐 

震化の進捗状況や社会情勢に応じた柔軟な施策を行うため、随時必要に応じ、検証と修正

を行います。 

(3)対象建築物 

本計画では、すべての建築物（５～８ページのとおり）を対象とします。 

特に、昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅及び耐震性のない特定既存耐震不適

格建築物等を対象に耐震化を図っていきます。また、本計画期間中に耐震化することが困

難な住宅に対する減災化を促進していきます。 
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■対象建築物の種類 

(1) 住宅 

一戸建て住宅、長屋、共同住宅（賃貸・分譲）を含む全ての住宅 

※構造、建築年は関係なく、すべての住宅とする 

 

(2) 特定既存耐震不適格建築物等 

1. 特定既存耐震不適格建築物 

耐震改修促進法第１４条に示される建築物で以下に示す建築物のうち、政令で定める

規模以上で、建築基準法の耐震関係規定に適合せず、建築基準法第３条第２項（既存

不適格）の適用を受けている建築物（要安全確認計画記載建築物であるものを除く。） 

ァ. 多数の者が利用する建築物(法第１４条第１号) 

ィ. 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物(法第１４条第２号)  

ゥ. その敷地が三重県耐震改修促進計画又は本計画に記載された道路に接する通行障 

害既存耐震不適格建築物 (法第１４条第３号)  

 

2. 要安全確認計画記載建築物 

耐震改修促進法第７条に示される建築物で以下に示すもの 

ァ. 三重県耐震改修促進計画に記載された大規模な地震が発生した場合において、そ

の利用を確保することが公益上必要な建築物〈防災上重要な建築物〉（法第７条第１

号） 

ィ. その敷地が三重県耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震 

不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）（法第７条第２号） 

ゥ. その敷地が本計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐 

震不明建築物であるものに限り、２．ィに挙げる建築物であるものを除く。）（法第７条 

第３号） 

※ 耐震性のない建築物とは、昭和５６年５月３１日以前に着工された耐震不明建築物及 

び耐震診断の結果、耐震性がないことが明らかな建築物をいう。 

 

３． 要緊急安全確認大規模建築物 

      耐震改修促進法附則第３条に示される建築物で以下に示す建築物で、建築基準法の

耐震関係規定に適合せず、建築基準法第３条第２項（既存不適格）の適用を受けている

建築物（要安全計画記載建築物であって耐震改修促進法第７条各号に定める耐震診断

結果の報告期限が平成２７年１２月３１日以前であるものを除く。） 

ァ. 不特定かつ多数の者が利用する建築物（法附則第３条第１号） 

ィ. 地震の際の避難確保上、特に配慮を要する者が主に利用する建築物（法附則第３条 

第２号） 

ゥ. 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物（法附則第３条第３号） 
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【 参 考 】 

(２) １.―ァ 多数の者が利用する建築物 

    多数の者が利用する建築物の用途及び規模は、耐震改修促進法に基づき、以下のとお

り規定されています。 

法 
政令 
第６条 
第２項 

用   途 規   模 

第 

１４ 

条 

第 

１ 

号 

第１号 幼稚園、保育園 
階数２以上かつ床面積 

５００㎡以上 

第２号 

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校、盲

学校若しくは養護学校 

階数２以上かつ床面積 

１，０００㎡以上 

（屋内運動場の面積を含む） 

老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホーム

その他これらに類するもの 階数２以上かつ床面積 

１，０００㎡以上 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉セン

ターその他これらに類するもの 

第３号 

第２号以外の学校 

階数３以上かつ床面積 

１，０００㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運

動施設 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 

事務所 

博物館、美術館、図書館 

遊技場、 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールそ

の他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサー

ビス業を営む店舗 

工場 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着を構成する

建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車

のための施設 

郵便局、保健所、税務署、その他これらに類する公益上必

要な建築物 

第４号 体育館（一般公共の用に供されるもの） 
階数１以上かつ床面積 

１，０００㎡以上 
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(２) １.―ィ 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の危険物の種類及び数量は、耐 

   震改修促進法に基づき、以下とされています。 

 

法 
政令 
第７条 
第２項 

危険物の種類 数  量 

第 

１４ 

条 

第 

２ 

項 

第１号 火薬類 

火薬 １０トン 

爆薬 ５トン 

工業雷管若しくは電気雷管又は

信号雷管 
５０万個 

銃用雷管 ５００万個 

実包若しくは空包、信管若しくは火

管又は電気導火線 
５万個 

導爆線又は導火線 ５００キロメートル 

信号炎管若しくは信号火箭又は

煙火 
２トン 

その他火薬又は爆薬を使用した

火工品 

当該火工品の原料となる火薬又は爆薬

の区分に応じ、それぞれ火薬・爆薬に定

める数量 

第２号 

石油類 危険物の規制に関する政令別表第３の

類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げ

る品名及び性質の欄に掲げる性状に応

じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定

める数量の１０倍の数量 

消防法第２条第７項に規定する危険物（石油類を

除く。） 

第３号 
危険物の規制に関する政令別表第４備考第６号に

規定する可燃性液体類 
３０トン 

第４号 
危険物の規制に関する政令別表第４備考第８号に

規定する可燃性液体類 
２０立方メートル 

第５号 マッチ ３００マッチトン 

第６号 可燃性ガス（第７号、第８号に掲げるものを除く。） ２万立方メートル 

第７号 圧縮ガス ２０万立方メートル 

第８号 液化ガス ２，０００トン 

第９号 
毒物及び劇物取締法第２条第１項に規定する毒物

（液体又は気体のものに限る。） 
２０トン 

第１０号 
毒物及び劇物取締法第２条第２項に規定する毒物

（液体又は気体のものに限る。） 
２００トン 
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(２) １.―ゥ 通行障害既存耐震不適格建築物 

通行障害既存耐震不適格建築物は、耐震改修促進法に基づき、以下のとおりとしま 

す。 

1. 通行障害建築物 

  地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者 

の円滑な避難を困難とする恐れがあるものとして政令で定める建築物（法第５条第３項 

第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 通行障害既存耐震不適格建築物  

       通行障害建築物であって、既存耐震不適格建築物であるもの（法第５条第３項第２ 

号） 

3. 対象道路 

       第５章において記載します。 



 

9 

 

第３章 本市の耐震化の現状 

 

第１ 住宅の耐震化の状況 

平成２５年住宅・土地統計調査（以下、「統計調査」という。）によると、平成２５年の亀山市内

の住宅総数は１９，２９０戸であり、そのうち耐震性を有する住宅は１５，９８７戸と推計され、耐震

化率は８２．９％となります。 

一方、耐震性がない住宅は３，３０３戸（１７．１％）と推計されており、平成２０年統計調査時

点の３，８３１戸（２０．９％）から５年間で５２８戸減少しています。 

また、この統計調査を基に平成２６年度末時点を推計すると、住宅総数１９，４４２戸の内、耐

震性を有する住宅は１６，３２４戸（８４．０％）、耐震性がない住宅は３，１１８戸（１６．０％）となり

ます。 

 

■ 亀山市における住宅耐震化の状況推計値                          

  （単位：戸） 

住宅戸数推計値 平成２０年 平成２５年 平成２６年 

昭和５５年以

前建築 

耐震性

なし 

木造住宅(*1) ３，７４９ ３，２６７ ３，０８３

木造以外の住宅(*2) ８２ ３６ ３５

計 
３，８３１

（２０．９％） 

３，３０３ 

（１７．１％） 

３，１１８

（１６．０％）

耐震性

あり 

木造住宅(*1) １，３４１ １，３６３ １，４４４

木造以外の住宅(*2) ２５８ １１４ １１０

合計・・・① １，５９９ １，４７７ １，５５４

昭和５６年以降建築・・・・・・・・・・・・・・・② １２，８９０ １４，５１０ １４，７７０

耐震性のある住宅戸数（①＋②） 

（耐震化率） 

１４，４８９ 

（７９．１％） 

１５，９８７ 

（８２．９％） 

１６，３２４

（８４．０％）

住宅総数 １８，３２０ １９，２９０ １９，４４２

 
(*1)木造住宅とは、木造の一戸建、長屋、共同住宅を指す。 
(*2)木造以外の住宅とは、鉄骨、鉄筋コンクリート、その他の構造の一戸建、長屋、共同住宅を

指す。   
・平成 20 年、25 年値は、住宅･土地統計調査結果を基に推計して算出 
・平成 26 年値は住宅・土地統計調査結果を基にトレンドを考慮して市において算出 
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第２ 建築物の耐震化の状況 

亀山市内の多数の者が利用する建築物は平成２６年度末時点で１６０棟あり、その内、昭和

５６年以降の建築物が１２７棟で、昭和５５年以前の建築物は３３棟であり、全体割合の内２０．

６％となっています 

また、多数の者が利用する建築物の耐震化率は、９１．３％となっています。 

 

■亀山市内の多数の者が利用する建築物の耐震化の状況 

（単位：棟） 

区分 
多数の者が利用する建築物 

 市有建築物 民間建築物 

昭和５５年以前建築 ① ３３ １７ １６

 耐震性あり ② １９ １７ ２

耐震性なし ③ １４ ０ １４

昭和５６年以降建築 ④ １２７ １４ １１３

合   計 ⑤＝①＋④ １６０ ３３ １２７

耐震化率（②＋④）／⑤ ９１．３％ １００％ ８９．０％

 

 

※ 耐震化率の算定は、昭和 56 年以降の新耐震基準で建築された建築物と昭和 55 年以前の旧 

耐震基準で建築された建築物のうち、耐震性があると確認されている建築物との合計が全体に 

占める割合です。 
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第４章 計画の方針 

 

第１ 基本的な取組方針 

 

１ 建物所有者の主体的な取組 

住宅・建築物の耐震化の促進に当たっては、自助・共助・公助の原則を踏まえ、まず、建物

所有者が自らの問題であり、かつ、地域の問題であることを認識し、主体的に取り組むことが不

可欠です。 

また、 地震による住宅・建築物の被害及び損傷が発生した場合、自らの生命と財産はもとよ

り、道路閉塞や出火など、地域の安全性に重大な影響を与えかねないということを十分に認識

して耐震化に取り組む必要があります。 

 

２ 市の支援 

市は、建物所有者の主体的な取組を支援するため、耐震診断及び耐震改修を実施しやすく

するための補助金制度等の環境整備や情報提供などの支援を行うものとします。 

 

３ 関係者との連携 

三重県、亀山市、関係団体及び建物所有者等は、適切な役割分担の下に、住宅・建築物の

耐震化の促進に取り組むものとします。 

 

第２ 計画の目標 

１ 住宅の耐震化の目標 

「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」（平成１８年国土交

通省告示第１８４号）において、国は住宅の耐震化率を平成２７年度末までに９０％、平成３２年

度末までに９５％とする目標を設定していますが、平成２５年統計調査を基に国が算出した全国

の耐震化率は８２％でした。 

一方、亀山市における住宅の耐震化率は、平成２５年度末推計値で８２．９％（三重県８１．

３％）、平成２６年度末推計値で８４．０％（三重県８１．９％）となります。 

この推計に基づき、既存住宅の滅失、新築住宅建設戸数、耐震改修補助実績等から推計

する市場全体の耐震改修戸数のトレンド及び現状の施策効果等を踏まえ、平成３２年度末時点

を推計すると、耐震性のある住宅は１８，５８３戸、耐震化率は９０．６％（三重県８５．４％）（耐

震性のない住宅については１，９１８戸）となります。 

この結果から今後、耐震性のある住宅戸数が１９，４７０戸（耐震性のない住宅については１，

０３１戸）にならなければ、国の掲げる目標値である平成３２年に耐震化率９５％に達しません。
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■亀山市における住宅の耐震化の目標 

（単位：戸） 

住宅戸数推計値 平成２０年 平成２５年 
 平成３２年 

(現状推計） 

平成３２年 

(国の目標) 

昭

和 

５５

年

以

前 

建

築 

耐震性

なし 

木造住宅 ３，７４９ ３，２６７ １，８９１ １，００４

木造以外の住宅 ８２ ３６ ２７ ２７

計 
３，８３１ 

（２０．９％） 

３，３０３ 

（１７．１％） 

１，９１８

（９．４％）

１，０３１

（５．０％）

耐震性

あり 

木造住宅 １，３４１ １，３６３ ２，１０７ ２，９９４

木造以外の住宅 ２５８ １１４ ８６ ８６

合計・・・① １，５９９ １，４７７ ２，１９３ ３，０８０

昭和５６年以降建築・・・・・・・・・② １２，８９０ １４，５１０ １６，３９０ １６，３９０

耐震性のある住宅戸数（①＋②） 

（耐震化率） 

１４，４８９

（７９．１％）

１５，９８７

（８２．９％）

１８，５８３

（９０．６％）

１９，４７０

（９５．０％）

住宅総数 １８，３２０ １９，２９０ ２０，５０１ ２０，５０１

 

しかし、この指標は、既存住宅の滅失及び新築住宅の建設が現状と同様に推移すると仮定し

た場合であっても、１年につき約１６０戸の耐震改修補助に取り組む必要がありますが、これは、

現状の耐震改修補助実績（約３０戸/年）を踏まえると難しく、本市としては現状推計である平成

３２年度末までに９０％を目標として耐震化を促進することとします。 

 

２ 多数の者が利用する建築物の耐震化の目標 

(1) 優先的に耐震化を進める多数の者が利用する建築物の分類 

多数の者が利用する建築物については、その用途が多岐にわたります。基本的には、すべ

ての多数の者が利用する建築物について耐震化を進めていく必要がありますが、いつ発生す

るか分からない大規模地震対策として、地震発生時に使用可能な状態を確保する必要性が

高い建築物から優先的に耐震化を進めます。 

そこで、多数の者が利用する建築物の内、地震発生後の応急・救援活動を円滑に実施す

るために必要な、避難施設、医療施設、災害応急対策の拠点施設等から優先的に耐震化

を進めることとし、次ページの表に定める分類により優先順位を設定します。 

分類の方法は、県有建築物、市有建築物及び三重県又は亀山市により防災上の位置付

けがある民間建築物については、三重県及び亀山市が地域防災上の観点から各建築物を

分類した結果を用い、分類をしていない市有建築物及び民間建築物（三重県又は亀山市に

より防災上の位置付けがあるものを除く。）については、同様に次ページの表に示す用途の仕

分けにより分類しました。 

この分類に基づき、多数の者が利用する建築物の耐震化の目標を設定します。 
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■多数の者が利用する建築物の分類 

 

類 用途分類 類 重要度による分類 建築物の対象用途 

Ａ 

社会福祉施設、地域防災計

画に指定されている避難施

設・医療救護施設に指定さ

れている施設、災害応急対

策を実施する拠点となる施

設、警察本部、警察署 

Ⅰ

施設の中で、防災対策、救

助活動等の拠点となる建

築物 

小学校等、学校（幼稚
園・小学校を除く）、集
会場・公会堂、公益施
設（以上、公共）、入所
施設、福祉施設、医療
施設 

Ⅱ
Ⅰ以外の建築物 

（附属建築物等） 
Ⅰの附属建築物 

Ｂ 

不特定多数の人が避難施設

として使用する可能性のある

Ａ類以外の施設 

Ⅰ
主として避難施設として使

用される建築物 

小学校等、学校（幼稚
園・小学校を除く）、集
会場・公会堂（以上、民
間）、幼稚園、保育所、
博物館・美術館・図書
館 

Ⅱ
Ⅰ以外の建築物 

（附属建築物等） 
体育館 

Ｃ Ａ，Ｂ類以外の施設 

Ⅰ

利用する人の生

命・身体の安全

を図る建築物 

賃貸住

宅等 

共同住宅、寄宿舎・下
宿 

上記以

外 

ホテル・旅館、事務所、
停車場等 

Ⅱ
Ⅰ、Ⅱ以外の建築物 

（附属建築物等） 

運動施設、劇場・観覧
場、映画館・演芸場、展
示場、物販店舗、飲食・
風俗、サービス業用店
舗、工場、自動車車庫 

 

※ Ａ：地震発生後も構造体の補修をすることなく建築物が使用できる必要があるもの 

Ｂ：地震発生後も構造体の大きな補修をすることなく建築物が使用できる必要があるもの

Ｃ：地震発生後に構造体の部分的な損傷は生じるが、人命の安全確保が必要であるもの  

※ 耐震化の優先度は、Ａ－Ⅰ、Ｂ－Ⅰ、Ａ－Ⅱ、Ｂ－Ⅱ、Ｃ－Ⅰ、Ｃ－Ⅱとします。 

 

(2) 耐震化の目標 

本市では、多数の者が利用する建築物のうち、特に防災上重要な建築物である分類Ａ及

びＢについては耐震化の目標を定め、これらの建築物における耐震化の目標は、平成３２年

度末までに１００％とします。 
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■多数の者が利用する建築物の耐震化の目標 

（単位：棟） 

分類 
建築物

総数 

平成２６年度末時点 平成３２年度末目標 

耐震性有 

建築物数 

耐震性無 

建築物数 
耐震化率 

耐震性有

建築物数
耐震化率

Ａ 

Ⅰ 

計 ２９ ２８ １ ９６.５％ ２９ １００％

 市有建築物 ２２ ２２ ０ １００％ ２２ １００％

民間建築物 ７ ６ １ ８５.７％ ７ １００％

Ⅱ 

計 １ １ ０ １００％ １ １００％

 市有建築物 １ １ ０ １００％ １ １００％

民間建築物 ０ 0 ０ ― ― ―

Ｂ 

Ⅰ 

計 １０ ８ ２ ８０％ １０ １００％

 市有建築物 ６ ６ ０ １００％ ６ １００％

民間建築物 ４ ２ ２ ５０％ ４ １００％

Ⅱ 

計 １ １ ０ １００％ １ １００％

 市有建築物 １ １ ０ １００％ １ １００％

民間建築物 ０ ０ ０ ― ― ―

合

計 

計 ４１ ３８ ３ ９２.７％ ４１ １００％

 市有建築物 ３０ ３０ ０ １００％ ３０ １００％

民間建築物 １１ ８ ３ ７２.７％ １１ １００％

※ 耐震性無建築物には、耐震性の有無が未確認の建築物を含みます。 

 

(3) 公共が所有する建築物の耐震改修等の目標 

1. 三重県が所有する建築物の耐震化の目標設定 

三重県が所有する対象建築物については、昭和５６年以前に建築された建築物で多数

の者が利用する建築物に該当しない建築物※を含め、これまで耐震化を進めており、平成

２６年度末時点において、耐震化率１００％となっています。 

 

2. 亀山市が所有する建築物の耐震化の目標設定 

亀山市が所有する対象建築物については、昭和５６年以前に建築された建築物で多数

の者が利用する建築物に該当しない建築物※を含め、これまで耐震化を進めており、平成

２６年度末時点において、耐震化率１００％となっているため、引き続き、建築物の適切な

維持管理に努めていきます。 

  

※ ①非木造で延べ床面積２００㎡を超えるもの 

②県営住宅に関しては、延べ床面積２００㎡未満も含む。 

③小規模な建築物や自転車置き場等の施設は除く。 
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第５章 住宅・建築物の耐震化のための施策 

 

第１ 住宅の耐震化 

１ 木造住宅の耐震化の支援（平成２８年４月現在） 

亀山市は、以下の補助制度により住宅の耐震化の取組を支援します。 

(1) 昭和５６年以前に建築された木造住宅に係る支援 

 

 

無料耐震診断 

 

 三重県木造住宅耐震促進協議会又は財団法人日本建築防災協会一般財団法人日本建

築防災協会(昭和４８年１月５日に財団法人日本特殊建築センターという名称で設立された法

人をいう。以下、この号において同じ。)が実施する木造住宅の耐震診断に関する講習を修了

した者(以下、「耐震診断者」という。)が属する建築士事務所が、三重県の発行する三重県木

造住宅耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会の発行する木造住宅耐診断と

補強方法に定める一般診断法又は精密診断法１に基づき、市内に存する木造住宅で次に掲

げる要件に該当するものに対して行う耐震診断 

 

【対象住宅】 

1. 昭和５６年５月３１日以前に建築された（着工含む。）木造住宅であること。 

2. 階数が３階以下であること。 

3. 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法であること。 

4. 共同住宅又は長屋にあっては、この事業を利用することについて、入居者全員の承諾を 

得たものであること。 

5. 併用住宅にあっては、床面積の１／２以上が居住の用に供されていること。 

 

【補助対象者】 

対象木造住宅の所有者又は当該住宅に居住している者 

 

【費用】 

無料(補助金内訳：国１／２ 県１／４ 市１／４) 
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耐震補強計画 

 

耐震診断の結果、評点０．７未満（倒壊する可能性が高い）と診断された住宅を、壁の増設

や基礎の補強などにより、１．０以上（一応倒壊しない）に補強するための計画に係る費用に対

する補助 

 

【対象住宅】 

1. 昭和５６年５月３１日以前に建築された（着工含む。）木造住宅であること。 

2. 階数が３階以下であること。 

3. 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法であること。 

4. 共同住宅又は長屋にあっては、この事業を利用することについて、入居者全員の承諾を 

得たものであること。 

5. 併用住宅にあっては、床面積の１／２以上が居住の用に供されていること。 

 

【補助対象者】 

無料耐震診断を受けた者であって、補助対象計画を作成したもの 

 

【費用】 

補助金限度額 ２４０，０００円(補助金内訳：国１／３ 県１／６ 市１／２) 
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耐震補強工事等 

 

耐震診断の結果、評点０．７未満（倒壊する可能性が高い）と診断された住宅を、壁の増設 

や基礎の補強などにより、１．０以上（一応倒壊しない）に補強するための耐震補強工事及び耐 

震補強工事と併せて行う当該木造住宅のリフォーム工事又は当該木造住宅の除却工事に係 

る費用に対する補助 

 

【対象住宅】 

1. 昭和５６年５月３１日以前に建築された（着工含む。）木造住宅であること。 

2. 階数が３階以下であること。 

3. 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法であること。 

4. 共同住宅又は長屋にあっては、この事業を利用することについて、入居者全員の承諾を 

得たものであること。 

5. 併用住宅にあっては、床面積の１／２以上が居住の用に供されていること。 

 

【補助対象者】 

次に掲げる要件に該当する木造住宅を所有する者で、かつ、当該木造住宅に係る補助対象

工事を行ったもの 

（１） １ヘクタール当たりの住宅の戸数が１０戸以上ある区域その他市長が防災上必要と認

める区域に存するもの 

（２） 現に居住の用に供しているもの又は居住が見込まれるもの(除却工事の場合を除く。) 

 

【費用】 

補助金限度額は下記表のとおり。 

事  業 要    件  限 度 額 

耐震補強工事 
１００㎡以上 １，３１１，０００ 円

１００㎡未満 １，１６１，０００ 円

耐震補強工事と併せて

行うリフォーム工事 

施工業者が市内業者 

（県外業者不可） 
４００，０００ 円

施工業者が市外業者 

（県外業者不可） 
２００，０００ 円

除却工事 － ３００，０００ 円
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(2) 昭和５６年以降に建築された木造住宅に係る支援 

建築基準法施行令に基づく構造規定は、宮城県沖地震を受けた昭和５６年改正（必要耐

力壁量の強化や面材壁倍率という考え方の導入等）と、阪神・淡路大震災を受けた平成１２

年改正（木造住宅の耐力壁の配置バランスや仕口金物等の仕様の明確化等）により強化さ

れてきました。 

このような改正経緯の中で、昭和５６年から平成１２年までに建築された木造住宅は、現在

の基準と比較して耐力壁量は満足しているものの、耐力壁がバランスよく配置されていないこ

とや、仕口金物が不十分であること等により、耐震性が劣る木造住宅が存在するという調査

報告（日本木造住宅耐震補強事業者協同組合）がある一方、阪神・淡路大震災では、昭和

５６年以前の建物に被害が集中したとの調査報告（旧建設省）もあります。 

また、木造住宅は経年劣化が大きい建物であり、時間の経過とともに耐震評点が悪くなっ

ていくことも想定されています。  

亀山市としては、これまで「昭和５５年以前に建築された木造住宅」を対象に、耐震補強工

事補助等を支援してきましたが、本市の耐震化の現状を踏まえ、「昭和５６年以降に建築さ

れた木造住宅」と比べ、より倒壊する可能性が高い「昭和５５年以前に建築された木造住宅」

の耐震化支援に取り組みます。 

 

■木造住宅の耐震性に関する建築基準法の変遷 

年 代 変        遷 年 代 変        遷 

昭２５ 建築基準法・同施行令の制定

昭５６ 

１９８１ 

建築基準法施行令改正（新耐震基準） 

①必要耐力壁量の強化 

②木造軸組み面材壁倍率導入 

③軟弱地盤ではＲＣ基礎を義務化 
昭３４ 

建築基準法施行令改正 

①必要耐力壁量の導入 

②柱や梁の太さなどの規定 

③土台と基礎の規定 平７ 阪神・淡路大震災 

昭４３ 十勝沖地震 

平１２ 

２０００ 

建築基準法施行令改正 

①耐力壁配置バランスの数量化 

②引き抜き対策金物の規定 

③地盤の強さに応じた基礎の規定 

昭４５ 
建築基準法施行令改正 

①必要耐力壁量の強化 

昭５３ 宮城沖地震 

 

■阪神・淡路大震災建築震災調査委員会中間報告（１９９５年建設省）  （単位：棟） 

 昭和５６年以前 昭和５７年以降 備   考 

倒 壊 又 は 崩 壊 ７７  （ １９％） １  （  ８％） ※神戸市中央区におけ

る建築年と被害状況

の関係（木造） 

大破 ８１  （ ２０％） ０  （  ０％）

中破 １０１  （ ２５％） ２  （ １５％）

小破 ６５  （ １６％） ２  （ １５％）

軽微 ５９  （ １４％） ２  （ １５％）

無被害 ２５  （  ６％） ６  （ ４６％）

合  計 ４０８  （１００％） １３  （１００％）



 

19 

 

(3) 部分的な耐震補強に係る支援 

中央防災会議が、平成２５年５月２８日に公表した「南海トラフ巨大地震対策について（最

終報告）」において、『特に、建替需要が発生しにくい高齢者等の住宅について、部分的な耐

震改修を促進するなどの取組を充実させる必要がある。』、『国、地方公共団体は、地震時

の建築物の倒壊等から人命を守るため、避難用シェルターや防災ベッド等の利用促進を図る

とともに、部分的な耐震化による安全空間の確保、建築物の完全な倒壊を避ける対策の導

入等を推進する必要がある。』という見解が示されました。 

しかしながら、何をもって部分的な耐震改修とするかの明記がなく、例えば、壁一枚だけを

補強した場合は偏った配置による補強となる場合があり、結果的に住宅全体の耐震性が低

下するようなことも想定されます。 

そこで、亀山市としては、安全性に対する技術的な裏付けがない部分的な耐震改修につ

いては、国が評価基準を確立し、三重県が補助金制度を設立した後、情報収集を行い、整

理・検討を行います。 

 

２ 住宅の耐震化の促進 

(1) 耐震診断・耐震補強工事等に係る補助金相談体制の整備 

亀山市企画総務部危機管理局危機管理室において、引き続き、住宅の耐震化について

の補助金制度の相談を受け付けます。 

 

(2) インターネットを活用した情報提供 

これまでに引き続きインターネットを活用し、市民のみなさんに亀山市公式ホームページを

通じて耐震診断・耐震補強工事等に必要な以下の情報提供を行っていきます。 

○「緊急耐震対策事業フロー」 

（ http://www.city.kameyama.mie.jp/kfiles/anshinanzen/index.data/furo26.pdf ） 
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○「木造住宅耐震関係申請書ダウンロード」 

（ http://www.city.kameyama.mie.jp/soshiki/kiso/kikikanri/docs/2014112309867/22_

mokuzou_taishin.html ） 

 

(3) リフォームに合わせた耐震補強工事への誘導 

増改築やリフォーム工事にあわせて耐震補強工事を行うことは、単独で耐震補強工事を

行う場合に比べて費用及び手間を軽減できるため、耐震化を促進するための有効な手段の

一つとなります。 

そのため、住宅のリフォームを考えている人に情報提供を行い、耐震補強工事を行ってい

ただけるよう努めます。 

 

(4) 住宅戸別訪問・耐震補強相談会 

耐震化のための普及啓発は、住民に直接働きかける取組が最も効果を上げていることから、

引き続き、市内全域において、未耐震診断住宅の所有者への重点的な戸別訪問や、診断

を終えた方を対象とした耐震補強相談会を、関係団体と連携し実施します。 
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第２ 建築物の耐震化 

１ 大規模建築物の耐震化の支援 

亀山市では、大規模建築物※に該当する建築物は全て耐震化済みのため、耐震化事業は行

っておりません。 

※ 大規模建築物とは、要緊急安全確認大規模建築物のうち、次のいずれかに該当する 

建築物を指します。 

○ 災害時に避難所として活用される建築物 

○ 災害時に自力で避難が困難な避難弱者が利用する建築物 

 

２ 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の実施とその結果の公表 

改正耐震改修促進法により要緊急安全確認大規模建築物については、平成２７年１２月末

までに耐震診断を行い、その結果を所管行政庁へ報告することが義務付けられましたが、 ６ペ

ージの「(２)１.―ァ 多数の者が利用する建築物」で記載した建築物について、本市内に該当建

築物はありません。 
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第３ まちの安全 

１ 地震時に通行を確保すべき道路の指定 

(1) 耐震診断義務化対象路線の指定 

耐震改修促進法第５条第３項第二号の規定に基づき、建築物が地震によって倒壊した際

に、その建築物の敷地に接する道路の通行を妨げ、市民の円滑な避難が困難になることを

防止するため、耐震診断義務化対象路線を指定します。 

この耐震診断義務化対象路線は、亀山市地域防災計画に定められた、第１次緊急輸送

道路（下記表のとおり）を指定します。   

この指定により、同法第７条第１項第二号の規定に基づき、耐震診断義務化対象路線沿

道で道路を閉塞する恐れのある建築物の所有者は、該当建築物を平成３３年３月までに、耐

震診断を行いその結果を、所管行政庁（三重県又は亀山市）へ報告することを義務付けます

が、本市内に該当建築物はありません。 

(2) 耐震診断指示対象路線の指定 

耐震改修促進法第５条第３項第三号の規定に基づき、沿道の耐震化を促進するため、適

宜必要な指示を所管行政庁（三重県又は亀山市）が所有者へ行い、これに従わない場合は

その旨を公表する道路として、第２次緊急輸送道路（下記表のとおり）を指定します。 

    この指定により、耐震改修促進法第１４条第１項第３号の規定に基づき、耐震診断等指

示対象路線沿道で道路を閉塞するおそれのある建築物は、耐震診断を行い、その結果に

応じて建物所有者は耐震補強工事に努めなければなりません。 

 

■市域内の緊急輸送道路 

区   分 路 線 名 
区   間 

始  点 終  点 

第１次緊急 

輸送道路 

高   速 

自動車道 

東名阪自動車道 桑名市 亀山市 

伊勢自動車道 亀山市 伊勢市 

新名神高速道路 亀山市 滋賀県境 

一般国道 
国道１号 桑名市長島町 亀山市関町坂下 

国道２５号 亀山市太岡寺町 伊賀市冶田 

第２次緊急 

輸送道路 

主  要 

地方道 

四日市関線 亀山市関町木崎 亀山市関町新所 

亀山白山線 亀山市川合町 亀山市東御幸町 

一般県道 
亀山停車場石水渓線 亀山市御幸町 亀山市本丸町 

亀山城跡線 亀山市東御幸町 亀山市太岡寺町 
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２ がけ地近接等危険住宅移転事業の実施 

地震に伴うがけ崩れ等の危険性の高い区域にある建築物の被害を軽減するため、国の制度

である「がけ地近接等危険住宅移転事業」の活用を図ります。 

 

■がけ地近接等危険住宅移転事業の概要（平成２８年３月現在） 

概 要 

がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建っ

ている危険住宅※１を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移

転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設する住宅（購入も含みま

す）に要する経費に対し補助金を交付する制度 

対象区域 

・建築基準法第３９条第１項又は第４０条に基づく条例により建築が制限される区

域※２※３  

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第８条

に基づき指定された「土砂災害特別警戒区域」  

補 助 率 

除 却 費 ：            ８０２千円／戸 

建設助成費：一般地域    ４，１５０千円／戸 

特殊土壌等  ７，０８０千円／戸 

 

※１ 建築基準法の規定に基づき、がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、

出水等の危険が著しい区域を、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域及び、

建築を制限している区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推

進に関する法律の規定に基づき、知事が指定する土砂災害特別警戒区域内にある住

宅が「がけ地近接等危険住宅移転事業」の対象「危険住宅」です。（条例制定等の前

に建築された住宅に限ります。） 

※２ 三重県では、「条例で指定した災害危険区域」は、紀宝町における「紀宝町災害危険

区域に関する条例」によって指定された相野谷川流域の一部が該当します。（ただし、

条例が施行された平成１１年５月以前に建築された住宅に限ります。） 

※３ 「条例で指定した建築を制限している区域」は三重県建築基準条例第６条の規定に基

づく区域です。（ただし、条例が施行された昭和４６年１２月以前に建築された住宅に

限ります。） 

 

３ 既成市街地の耐震化の促進 
想定される地震の被害を軽減させるために、老朽木造住宅が集積している既成市街地の耐

震化を、優先的に促進します。 

倒壊により火災が発生するなど、大規模な被害を引き起こす可能性が高い老朽木造住宅が

密集している地域については、除却や建替行うことにより、住宅の不燃化の促進にも結びつくもの

で、まちの安全性の確保にもつながります。また、除却・建替が困難な建築物については、耐震

化により、まちの安全性を確保できるよう普及啓発に取り組みます。 
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４ 空き家対策 

平成２５年統計調査によると、全国的にも空き家が一層増加傾向にあり、管理不全の住宅を

含む「その他の住宅」は住宅総数の８．３％（約６９，０００戸）を占めています。市内でも今後、管

理不全の空き家が増加するものと考えられます。 

地震等による空き家の倒壊は、人的被害を拡大させる要因になるとともに、倒壊による道路

の閉塞は、緊急車両等の通行・活動に支障を来たし被害を拡大させる可能性があるため、現に

居住する住宅と同様に、空き家についても、耐震補強工事による耐震性の確保又は除却工事

により、まちの安全性を確保します。 

 

５ 家具等の転倒防止対策 

家具等の転倒防止対策は、大地震から、自らの命を守るための備えとして、住宅の耐震化と

合わせて非常に重要な対策のひとつです。亀山市では、平成１６年度から民生委員、三重県建

設労働組合亀山支部の協力を得て、６５歳以上の高齢者世帯等に対して「家具等転倒防止金

具」の取付けを実施しています。また対象世帯であるが、取付けを希望しない世帯については、

家具転倒防止金具の支給を行っています。 
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